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独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
令和５年度 生涯現役社会の実現に向けたシンポジウム



組織における第一の課題は、

「男性中心の社会的構造」

女性の登用に不満を漏らす男性幹部たち
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女性版骨太の方針2023「女性活躍・男女共同参画
の重点方針2023 」より（2023年6月13日）
『すべての女性が輝く社会づくり本部・男女共同
参画推進本部決定』

Ⅰ 女性活躍と経済成長の好循環の実現に

向けた取組の推進

① プライム市場上場企業を対象とした女性役員比率に係
る数値目標の設定等

 令和５年中に、取引所の規則に・・・規定を設けるための取
組を進める。

1. 2025年を目途に、女性役員を１名以上選任するよう努める。

2. 2030年までに、女性役員の比率を30％以上とすることを目
指す。 3



女性版骨太の方針2023「女性活躍・男女
共同参画の重点方針2023 」に関連して

 女性取締役の実像：平均59歳
日経BP 日経xwoman 記事(2022年8月29日掲載）より
https://woman.nikkei.com/atcl/column/21/072500094/082400008/

 東証プライム市場上場企業 時価総額上位500社に
おける女性取締役の年齢構成：34歳から84歳までの
間で

 40代前半：19人（3.2%）

 40代後半：57人（9.7%）

 50代前半：81人（13.8%）

 50代後半：129人（22.0%）

 約半数は更年期症状～更年期障害がある可能性
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組織における第二の課題は、

「ライフイベントとキャリア」

女性の担う介護負担を例に
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女性版骨太の方針2023「女性活躍・
男女共同参画の重点方針2023 」に
関連して

 ・・仕事と健康の両立による女性の就業継続
を支援する。・・仕事と健康の両立を図り、
女性の就業継続を支援することが重要である。

③ 仕事と介護の両立に関する課題への取組

 妊娠、出産、育児と続くライフイベントに続
く介護という問題
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男女共同参画白書 平成25年版
第2節 高齢男女の健康と自立
（介護の状況）
 介護の担い手としての女性を取り巻く状況を見ると、家族

内の主な介護者の7割は女性である。

 介護に当たっている者の立場を見ると，女性では「子の配
偶者」が17.2％いるが、男性では「子の配偶者」は0.3％
にとどまっており、仕事と介護の両立という意味でも，女
性の方が難しい立場に置かれる傾向にある。

 こうした介護負担は特に女性の労働供給に影響を与えてい
る可能性がある。総務省「労働力調査（詳細集計）」を見
ると、完全失業者のうち，前職の離職理由を「介護・看護
のため」とした割合は、男性で最近やや上昇しているもの
の、女性の方が一貫して高くなっている。
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1年間の離
職者数を

100％とし
た割合

男性 女性

個人的
理由

結婚
出産

・育児
介護

・看護
個人的
理由

結婚
出産

・育児
介護

・看護

全 体 67.1% 0.1 0.0 0.7 79.4 1.0 1.7 1.2

2 0 ～ 2 4 84.7 0.3 0.0 0.2 86.7 1.3 0.3 0.1

2 5 ～ 2 9 78.1 0.5 0.0 0.4 86.9 3.4 3.9 0.3

3 0 ～ 3 4 81.4 0.2 0.0 0.2 84.0 2.5 6.8 1.3

3 5 ～ 3 9 77.8 0.1 0.0 0.5 83.3 0.6 5.8 0.8

4 0 ～ 4 4 75.3 - 0.0 0.3 84.6 0.3 1.1 0.6

4 5 ～ 4 9 69.6 - 0.0 0.4 81.7 0.2 0.1 1.2

5 0 ～ 5 4 68.3 - - 1.8 75.2 0.2 - 1.8

5 5 ～ 5 9 57.8 - - 2.6 71.6 - - 5.4

6 0 ～ 6 4 33.3 - - 0.7 55.5 0.0 - 3.4

6 5 歳 ～ 40.5 - - 1.1 57.1 - - 0.9

令和４年 雇用動向調査結果の概要
付属統計表３－１ 性、年齢階級別にみた離職理由
別離職者の割合（令和４年（2022）より改変）
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組織における第三の課題は、

「妊娠・出産に伴うこと」

妊産婦からの請求が前提となる配慮
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法令順守の観点から
「働く女性の心とからだの応援サイト」→「企業担当者向けページ」より

 労働基準法（請求を前提とする措置）

 産前・産後休業（法第65条第1項、第2項）

 産前6週間（多胎の場合は14週間）ないしそれ以上の産前
休業取得を認めている。産後8週間ないしそれ以上の産後
休業を取得できる

 妊婦の軽易業務転換（法第65条第3項）

 妊産婦等の危険有害業務の就業制限（法第64条の3）

 妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限（法第66
条第1項）

 妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限（法第
66条第2項、第3項）

 育児時間（法第67条）

 生後1年に達しない子を育てる女性に対する条項
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組織における第四の課題は、

「生涯にわたる健康への支援」

女性版骨太の方針2023 Ⅲ 女性が尊厳と誇りを持って生き

られる社会の実現（５）生涯にわたる健康への支援
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② 事業主健診の充実等による女性
の就業継続等の支援

 女性の就業率が上昇する中、仕事と女性の健康課題等
（月経関連症状、医学的に妊娠・出産に適した年齢な
ど妊娠・出産に関すること、更年期症状等）との両立
が課題となっている。

 働く女性の月経、妊娠・出産、更年期等、女性特有の
ライフイベントに起因する望まない離職等を防ぎ、女
性が活躍し、健やかで充実した毎日を送り、安心して
安全に働けるよう、事業主健診（労働安全衛生法に基
づく一般定期健康診断）に係る問診に、月経困難症、
更年期症状等の女性の健康に関連する項目を追加する
とともに、産業保健体制の充実を図る。
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組織における第五の課題は、

「女性の労働災害の防止」

休業4日以上の転倒災害の千人率は60代

以上は20代の約15倍に増加（厚生労働省

“令和４年 高年齢労働者の労働災害発生状況”より）
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第14次労働災害防止計画
令和5年4月～（厚生労働省）

 労働者（中高年齢の女性を中心に）の作業
行動に起因する労働災害防止対策の推進

 中高年齢の女性を始めとして高い発生率と
なっている転倒等につき、災害防止に資する
装備や設備等の普及のための補助、開発促進
を図る。

 介護職員の身体の負担軽減のための介護技
術（ノーリフトケア）等の腰痛の予防対策の
普及を図る。 等
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令和５年度全国安全週間実施要綱

 スローガン

「高める意識と安全行動 築こうみんなの
ゼロ災職場」

 10 実施者が継続的に実施する事項

 全国安全週間における取組をより効果的にするために
も、事業者は、準備期間及び全国安全週間以外につい
ても、以下の事項を継続的に実施する。

 （３）業種横断的な労働災害防止対策

 ① 労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策

 オ 中高年齢女性を対象とした骨粗しょう症健診の受
診勧奨 15



組織における第六の課題は、

「個人毎の悩み事」

日頃のコンサルティング、相談対応で

経験する事例・ケースより
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体調の変化もある中、成功・不成功の区
別の上に継続的な成果主義の要求に20歳
代から60歳代まで持続的に応える難しさ

個人の生活における子育ての負担（思春
期以降、受験から就活までをも含んで）

夫との関係性に悩む方の多さ（社会的な
成功を夫の側が必ずしも望んでいない状
況もある可能性）

多くの業種で転倒災害にあうシニア女性
の多さ

社内外のモデルとして活躍する女性の内
面の孤独 など
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組織における課題の解消には、

男性の側の理解が、必須で

ある。加えて、新しい対策、

対応が必要になっている。
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